
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　景観撮像画像を取得するステップと、
　記憶手段に記憶される地図情報から上記画像の範囲の地図を呼び出すステップと、
　上記地図の属性情報と上記画像の属性情報とを用いて上記画像に対する上記地図の精度
を判定するステップと、
　上記判定結果が高精度の場合には、詳細形状解析処理として、上記地図と上記画像を重
ね合わせて、上記画像中の対象とする領域境界を抽出するステップと、上記抽出した領域
から目標物を検出するステップと、
　上記判定結果が低精度の場合には、概略形状解析処理として、上記詳細形状解析処理の
ステップに加えて、上記領域境界付近の検出目標物には上記境界付近に存在することを示
すフラグを付与するステップと、
　上記解析処理の結果を出力手段に出力させるステップとをコンピュータに実行させるた
めのプログラム。
【請求項２】
　上記概略形状解析処理は、更に、目標物と上記フラグ情報を合わせて上記出力手段に出
力させるステップとを有することを特徴とする請求項１記載のプログラム。
【請求項３】
　上記概略形状解析処理は、更に、上記 目標物について記憶手段
に記憶される 解析判定処理を行うス
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テップとを有することを特徴とする請求項２記載のプログラム。
【請求項４】
　 記概略形状解析処理は、領域境界を抽出するステップの前に、
　上記地図中の照合処理範囲を特定するステップと、
　上記照合処理範囲における地図の線分を選択するステップと、
　上記照合処理範囲におけるエッジ解析画像を作成するステップと、
　上記エッジと線分とを比較して、 度の高い線分を補正線分として選択し、上記判定
結果が低精度の地図の情報を変更するステップと、
　上記変更された地図と上記変更の情報を含む属性情報を上記記憶手段に記憶するステッ
プとを有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のプログラム。
【請求項５】
　上記地図を呼び出すステップの前に、
　上記記憶手段に記憶される地図情報に、上記画像範囲における地図の有無を判定するス
テップを有し、
　上記記憶手段に当該地図が無い場合、上記画像の領域の概略形状を抽出して簡易地図を
作成するステップと
　上記作成された簡易地図を作成利用して上記概略形状解析処理を行うステップとを有す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のプログラム。
【請求項６】
　上記目標物を検出した場合に検出情報を出力するステップと、
　標物を検出しなかった場合には作業記録を記憶手段に記録するステップとを有すること
を特徴とする請求項１～５のいずれ 記載のプログラム。
【請求項７】
　 手段と、地図情報を有する記憶手段と、制御部とを有する地図情報解析装置で
あって、
　上記制御部は、上記地図の属性情報と上記画像の属性情報とを用いて上記画像に対する
上記地図の精度を判定 、
上記判定結果が高精度の場合には、詳細形状解析処理として、上記地図と上記画像を重ね
合わせて、上記画像中の対象とする領域境界を抽出 、上記抽出した領域から目標物を検
出 、
上記判定結果が低精度の場合には、概略形状解析処理として、上記詳細形状解析処 加
えて、上記領域境界付近の検出目標物には上記境界付近に存在することを示すフラグを付
与 、
上記解析処理の結果を出力手段に出力させる を特徴とする地図情報解析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、衛星画像や航空写真など景観撮像画像を計算機により解析し目標物を検出する
方法、システム及びシステム実現のためのプログラムに係り、特に、地図データを用いた
解析処理に関わる。
【０００２】
【従来の技術】
近年、１ｍを超える高解像度の衛星画像が広く利用可能となり、小規模の地物や移動物体
などに関する情報の取得が、航空機のみならず衛星からも可能となってきた。これら高解
像度衛星の画像データは、計算機による処理に適したデジタル形式で提供されるため、従
来は人手で一つ一つ確認し膨大な手作業を要していた解析業務について、全自動解析など
高次の作業支援が期待されている。
しかしながら、高解像度であることにより、情報量が豊富になる反面、物が見えすぎて非
常に複雑な画像になってしまう、という問題が明らかとなってきた。これを解決するアプ
ローチの一つとして、画像を単独で用いるのではなく、画像に関する知識として地図情報
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を併用し、それら情報を総合して解析を行う、という手法がある。例えば、地図図形やそ
の属性情報を用いれば、解析対象範囲を適切に絞り込むことができ、注目領域内のみにつ
いて効率的な解析処理が可能となる。
ここで、特に高解像度画像の解析においては、解析に用いる地図データの精度が問題とな
る。例えば、一般に利用可能な地図データの精度は、高解像度衛星画像などに対しては相
対的に低い場合が多く、地図図形データの形状も概略的なものが多い。これをそのまま解
析処理に用いた場合、画像と地図の精度の差異により、注目領域の境界付近において多数
の誤検出が生じてしまう、という問題があった。
この問題を回避するため、図１０に示す従来の地図利用解析処理の例では、境界線地図を
使って解析対象範囲除外マスク１０００を作成し、さらに該マスク領域を拡張した拡大マ
スク１００１を用いることで、誤検出を抑制した解析を行っていた。しかしながら、業務
上重要であることが多い「注目領域の境界付近」１００２が解析対象範囲から除外されて
しまうため、ユーザーにとって最も興味がある部分の解析情報が得られない、という利用
上の問題があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明では、上記の問題を解決するため、様々な精度の地図データを適応的に用いて、複
雑な景観撮像画像を高精度に解析処理する地図利用画像解析方法、システム及び該システ
ム実現のためのプログラムを提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本願開示の発明の概要を説明すれば、取得した景観撮像画像の
範囲の地図を記憶手段から呼び出し、該地図の属性情報と該画像の属性情報を用いて地図
精度を判定した結果によって、以降の処理を制御する地図解析方法を開示する。より具体
的には上記判定結果が高精度の場合には該地図と該画像を用いて詳細形状解析処理を行い
、上記判定結果が低精度の場合には該地図と該画像を用いて概略形状解析処理を行い、上
記解析処理の結果を出力手段に出力させることを特徴とする。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。図１は、本発明
の一実施形態における処理手順の例を示す図である。所定の方法により解析処理の対象と
なる画像データ１００を取得し、その属性情報などから画像の範囲を特定する。また、記
憶手段に管理される地図データ１０１とその属性情報などから該画像範囲の地図データを
呼び出す１０２。ここで、場合によっては同一地域に複数の地図データが存在する場合が
あるが、地図属性情報の参照により最高精度または最新の地図データを自動選択したり、
あるいはユーザー指定により選択するなどして、注目領域を特定するのに最も適した地図
データを呼び出す。次に画像の属性情報と地図の属性情報を用いて、画像データに対する
地図データの精度を判定する１０３。精度判定の結果、地図データが画像データの精度と
比較して十分高精度であった場合には詳細形状解析処理１０４を実行し、地図データが画
像データの精度と比較して低精度であった場合には概略形状解析処理１０５を実行する。
最後に、得られた解析結果を出力手段に出力処理する１０６。以上の処理手順により、小
縮尺の低精度地図や、大縮尺またはユーザーが整備した高精度地図、あるいは様々な解像
度の画像など、解析に用いる地図と画像の精度やそれらの差異に応じて最適な処理を適応
的に処理できる。
つまり、高精度地図を用いた場合には、その地図図形の詳細な形状をマスクとして目標物
検出処理を行うことができる。また、低精度地図をマスクとして用いた場合には、実用上
重要な境界付近で発生する誤検出の可能性を考慮して、ユーザーの適切な判断を促す情報
を検出結果と合わせて提供できる。すなわち、多様な精度の地図利用においても、信頼性
の高い解析結果提示が可能となる。
ここで、地図データの精度判定方法の例について説明する。地図の精度判定に利用できる
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属性情報としては、精度指標（位置精度、縮尺）、信頼度（格付け、ユーザーが該地図デ
ータの信頼性を確認して付与した高信頼確認済みフラグ情報）、などがある。中でも、信
頼度の格付け評価においては地図データの作成や修正に関する情報が重要であり、作業者
または作業機関、時間情報（最新、古い）、作成または修正の方法（ユーザー自身による
手入力、既存地図データベースのコピー、紙地図の読み込み）、などを判定材料とするこ
とができる。また、画像の精度を示す属性情報としては、精度指標（解像度、位置精度）
、撮影情報（撮影機関、撮影日時）、などがある。これらの属性情報を総合して精度判定
する方法としては、地図と画像の精度指標を比較する定量的評価、あるいは「信頼度がＡ
ランク」といった定性的評価、など様々な方法が考えられる。特に、「ユーザー自身が入
力または修正した地図データは信頼できる」などの前提により作業者や作業機関を定性的
評価することで、ユーザーが整備運用する画像解析用地図データベースを優先して判定す
ることもできる。これらの判定により、地図データや画像データの内容、あるいはユーザ
ーの業務形態に即した処理機能を適応的に選択実行することが可能となる。
以下、解析処理の内容について具体的に説明する。なお、以下では、海岸線地図データを
用いて画像上の海域を注目領域として特定し、そこから目標物である船舶を検出して船舶
交通状況を把握する解析プログラムを例に説明するが、本発明はこの実施形態に限定され
るものではない。これ以外にも、道路、行政界、土地利用などの地図を用いたり、車両や
航空機などの移動物体、地物や特定の自然現象の検出など、様々な用途に利用できる。
図２は、本発明の一実施形態における詳細形状解析処理の例を示す図である。図２（ａ）
の画像は、注目領域である海域２００と陸域２０１、その境界である海岸線２０２が撮影
された画像の例である。ここに撮影されている接岸停泊中の船舶２０３や突堤２０４、沖
合いの船舶２０５を正しく解析するには、注目領域である海域２００を正しく特定する必
要がある。ここで、高精度の海岸線地図２１０を用いた詳細形状解析処理によれば、図２
（ｂ）に示すように、注目領域である海域２１１のみを解析範囲とすることで、突堤２１
２や陸域中のノイズを除外し、接岸船舶２１３や沖合い船舶２１４を正しく検出できる。
すなわち、高精度地図を用いて画像を解析する場合は、地図境界に近接する目標物の検出
など、詳細な解析処理が可能となる。また、上述の図２（ｂ）は、検出した目標物の情報
を画像または地図上の検出位置に出力する出力処理の一例である。これにより、視認性の
高い解析処理結果提示ができる。
図３は、本発明の一実施形態における概略形状解析処理の例を示す図である。上述した地
図精度判定処理の結果、注目領域の地図が低精度であった場合、以下の概略形状解析処理
を実行する。すなわち、図３（ａ）に示す画像を解析するにあたり、図３（ｂ）に示すよ
うな低精度の海岸線地図３００により、概略的な海域３０１を特定する。これを注目領域
として解析処理した場合、微細な誤検出３０２や接岸船舶３０３、突堤３０４、海岸線に
沿った長い誤検出３０５、沖合い船舶３０６、などが検出される結果となる。詳細な地図
を用いた場合との顕著な差として、地図境界付近において誤検出が生じてしまい、それら
一部の誤検出により解析情報全体としての信頼性が低下してしまう、という問題がある。
そこで、本発明では、これら境界付近の解析結果に対し、境界付近で検出された旨を示す
フラグ情報を付与し、解析情報の信頼性を向上させる。図３（ｃ）は、該フラグ情報の付
与された境界付近検出結果３１０～３１３について、誤検出の可能性があることを示すマ
ーク、例えば「▲」を表示し、逆に誤検出の可能性が低い沖合い船舶３０６については該
マーク表示しないことにより、ユーザーの注意を喚起する表示出力の例である。本フラグ
情報を参照することで、ユーザーは検出結果の信頼性に関して適切な判断を行うことがで
き、目視確認すべき検出結果を絞り込むなど、作業の効率化が可能となる。
図４は、本発明の一実施形態における地図境界付近における誤検出の除去処理の例を示す
図である。これは、上述したフラグ情報の参照により、境界付近で検出された誤検出を効
率的に除去し、解析の精度を向上させるものである。例えば、図４（ａ）に示す低精度地
図４００を用いた解析処理では、沖合い船舶４０４などは正しく解析できるが、注目領域
の境界付近では、一部陸域を含む船舶４０１、船舶の一部４０２、陸域４０３、といった
様々な誤検出が生じてしまう。そこで、上記フラグ情報の付与された目標物、すなわち誤
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検出の可能性がある陸域境界付近の検出結果についてのみ、誤検出であるか否かを詳細に
検証する解析判定処理を適用する。これにより、船舶を含む検出結果４１０や部分船舶４
１１は採用し、陸域４１２は除外するなど、解析の精度を向上させることができる。また
、図４（ｂ）に示すように、上記船舶については「▲」マーク、沖合い船舶４１３は「●
」マークなどと区別して表示することで、高信頼かつ視認性の高い解析情報提示が可能と
なる。これにより、上記フラグ情報を単なるユーザーへの情報提供手段にとどめず、解析
処理に活用して解析精度を向上させることができる。さらに、境界付近の検出結果に絞っ
て詳細な解析判定処理を行うため、全ての検出結果について同様の処理を行う場合に比べ
、高精度の解析処理を高速に実行することができる。
ここで、上記解析判定処理には様々な手法が考えられるが、目標物の形状などの知識があ
る場合、それをテンプレートとして判定する方法が考えられる。例えば、船舶形状テンプ
レートを作成して検出目標物に当てはめ、その一致度が高ければ船舶、低ければ誤検出、
などと評価できる。これにより、図４（ｃ）の陸域誤検出４２０の例では、一致度が低い
ため、誤検出として除外できる。また、図４（ｄ）の部分船舶は、低精度地図４００によ
り船体の中央で分断されているが、テンプレートと部分的に一致する個所４２１があるた
め、注目領域の外側すなわち陸域マスク内側の領域４２２と合わせて船舶と判定した例で
ある。また、図４（ｅ）の一部陸域を含む船舶は、テンプレートと一致する部分を船舶４
２３として採用し、残りの陸域４２４をノイズとして除去した例である。
概略形状解析処理において、フラグの判定により境界付近で検出された目標物を特定し、
該検出目標物について詳細な解析判定処理を行い、境界付近の誤検出を抑制することを特
徴とすることで、低精度地図を利用した場合でも、境界付近の誤検出を抑制しつつ、高速
な解析処理が実現できる。
図５は、本発明の一実施形態における低精度地図の補正処理の例を示す図である。ここで
は、上記概略形状解析処理における前処理として、地図と画像の精度判定内容を参照した
照合処理により、低精度地図データを補正する例について説明する。まず、図５（ａ）に
示すような低精度地図５００について、その属性情報と画像属性情報における精度情報の
判定により、照合処理範囲５０１を特定する。例えば、地図データの位置誤差を１０ｍ、
画像の解像度を１ｍ、画像の位置誤差を５ｍとすると、±（１０ｍ／１ｍ＋５ｍ／１ｍ）
などの計算により照合処理範囲を±１５画素と特定できる。また、照合処理の方法として
は、例えばエッジ解析画像を用いたマッチング処理などが利用できる。すなわち、まずマ
ッチングを行う地図図形の線分を選択し、その線分を中心に上記照合処理範囲内のエッジ
解析画像を作成し、該線分と該エッジ解析画像上におけるエッジの強度、向き、長さなど
を考慮したマッチング一致度が高い場所を選び、それを補正線分候補とする。図５（ｂ）
に示した例では、地図上辺については補正線分候補５１０が一つしかないため、これを補
正済み地図とする。また、地図右辺については、目標物５１１などのノイズにより、目標
物右側の補正線分候補５１２、目標物左側の補正線分候補５１３、真の境界である補正線
分候補５１４、など複数の候補が得られるが、最もマッチング一致度の高い補正線分候補
５１４を選択し、補正済み地図５２０とする。これらにより、様々な精度の低精度地図デ
ータについて、画像との精度の差異を考慮して適切に補正処理できる。また、該補正済み
地図５２０を用いて境界付近を解析処理することで、解析の精度を向上させることができ
る。すなわち、補正前でも検出が容易であった目標物５２１だけでなく、低精度地図その
ままでは正しく検出できなかった目標物５２２なども検出できるようになる。
また、上記の処理により得られた補正済み地図については、補正処理内容などの属性情報
と合わせて、記憶手段に格納保存する。属性情報としては、作業者名やその所属機関、補
正処理を行った日時、補正に用いた画像データの解像度など、上記地図精度判定処理にお
いて高精度地図であると判定できる情報を付与する。これにより、補正済み地図を高精度
地図データであるとして、詳細形状解析処理に適用することができる。すなわち、解析処
理の繰り返しにより、低精度地図を高精度地図として再利用していく学習機能を備えた解
析プログラムを実現することができる。また、補正処理内容を確認する機能や、必要に応
じて追加修正入力などを行うユーザー・インターフェイスを設けて、補正処理の信頼性を
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向上させてから格納しても良い。
画像属性情報と地図属性情報を参照して画像と低精度地図を照合し、該照合結果を用いて
該低精度地図の位置または形状を補正し、さらに該補正済み地図とその属性情報を記憶手
段に記憶することを特徴とする以上の処理により、低精度地図を補正でき、それを用いる
ことで高精度の解析処理が可能となる。また、適切な属性情報を合わせて格納することで
、補正した地図を高精度地図として次回以降の解析時に再利用できる。
図６は、本発明の一実施形態における簡易地図作成利用による概略形状解析処理の例を示
す図である。上記の領域地図取得処理において地図取得に失敗した場合、地図を用いない
で解析する必要がある。しかしながら、そのまま画像全体を解析処理した場合、多数の陸
域ノイズを誤検出してしまうことがあり、その適切な抑制が必要となる。ここで、注目領
域の輝度や形状などの特徴を考慮して画像を解析することで、領域の概略形状を抽出でき
る場合がある。例えば、図６に示すように注目領域を海域とすると、一般に画像を領域分
割して輝度が暗く広い領域を抽出するなどの処理により、海域の大まかな形状を得ること
ができる。これを簡易地図作成機能とし、得られた形状を簡易地図６００として上記の概
略形状解析処理に適用することで、注目領域６０１を特定でき、海域中の船舶６０２を検
出することができる。すなわち、境界付近の目標物２０３などについては検出できないも
のの、陸域の誤検出を一括して抑制できる。これにより、地図の存在しない領域であって
も、同一構成のプログラムを用いた解析処理が可能となり、信頼性の高い解析情報が得ら
れる。また、上記補正処理により、地図精度を向上させてから解析に利用することもでき
る。
図７は、本発明の一実施形態における出力処理の例を示す図である。上述した検出目標物
情報を画像または地図上の検出位置に出力する例以外にも、様々な出力方法が考えられる
。例えば、図７（ａ）は、検出した目標物の情報を一覧表として出力する例７００である
。検出処理において検出された目標物についてその形状、付与された境界付近検出フラグ
や属性情報などを併用することで、解析処理結果をまとめたカタログ情報などとして出力
できる。また、図７（ｂ）は、検出した目標物に関するドキュメントを出力する例７０１
である。業務直結型のドキュメントや解析結果の要約情報など、ユーザーにとって利用し
やすい形式として出力できる。これら効果的な解析情報の提示により、ユーザー業務の効
率向上を支援できるプログラムを実現できる。
図８は、本発明の一実施形態における目標物検出処理の例を示す図である。定期的または
不定期に更新あるいは追加される画像データを用いて、自動またはユーザーの指示に応じ
て画像を取得し解析処理を実行することにより、広域に渡る注目領域から目標物を検出す
る解析業務が可能となる。このような解析業務においては、処理結果を適切なタイミング
で効果的にユーザーへ通知することが重要である。図８（ａ）は通知インターフェイスを
ユーザー端末上に表示出力する例８００である。これにより、解析プログラムを実行して
いる端末にユーザーが向かっていない間も目標物検出処理を継続し、ユーザーが端末に向
かった際に検出した旨を通知することができる。また、サウンド出力やランプ点灯など各
種出力デバイスを用いてユーザーの注意を喚起したり、ネットワークを通じて接続された
ユーザー端末にインターフェイスを表示出力しても良い。図８（ｂ）はメールを用いてユ
ーザーへの通知を行う例８０１である。これにより、緊急度の高い検出情報の即時通知や
、遠方または複数のユーザーへの情報提供も可能となる。また、メール以外にも電話また
はＦＡＸなどを組み合わせて用いることで、ネットワークに接続されていないユーザーに
迅速に通知することもできる。図８（ｃ）は作業記録の出力例８０２である。特に自動検
出処理では、目標物が検出されなかった場合にはユーザーへの通知を行わず、必要に応じ
て参照できる形式の作業記録を出力して、解析処理を終了できる。さらに、目標物が検出
された場合にも作業記録を残すことで、一貫した記録情報を作成することもできる。また
、注目領域はあらかじめ設定しておいたり、入力された画像に合わせて自動で設定しても
良いが、特に画像に合わせて注目領域を自動設定した検出処理にて目標物を検出した際な
どには、検出位置あるいは注目領域を含め詳細に情報提示することで、効果的な通知が可
能となる。また、上述の一覧表やドキュメントを通知に用いても良い。
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このように定期的または不定期に更新または追加される景観撮像画像を取得し、該画像上
の注目領域またはその境界付近において目標物を検出した場合には検出情報をユーザーに
通知し、目標物を検出しなかった場合には作業記録を出力する。これにより、これまでユ
ーザーが人手で確認作業していた広域に渡る目標物の検出業務について、その作業支援が
可能となる。
図９は、本発明の一実施形態における画像解析システムの例を示す図である。上記した処
理を行うプログラムを計算機に搭載することで、画像解析システム９００として利用でき
る。システムには画像データベース９０１や地図データベース９０２などを接続し、それ
らより適切な範囲の解析データを取得するデータ取得処理部９０３と、それらデータを用
いて解析処理を行うデータ解析処理部９０４と、その解析結果を出力処理するデータ出力
処理部９０５からなる。さらにデータ解析処理部９０４は、上記地図精度判定処理を行う
精度判定処理部９０６と、上記詳細形状解析処理を行う詳細形状解析処理部９０７と、上
記概略形状解析処理を行う概略形状解析処理部９０８により構成される。これら処理を実
行するには、ユーザーの解析データ指示操作や新規画像データ追加などのイベントに応じ
た自動的起動などにより、データ取得処理部９０３を起動すれば良い。また、上記システ
ムをサーバとして解析処理結果を配信する解析情報配信サービスや、さらには解析プログ
ラム自体をネットワーク配信する解析プログラム配信サービスなどの実施形態も可能であ
る。これらにより、本発明を様々な形態または目的の業務に適用できる。
【０００６】
【発明の効果】
本発明によれば、解析に用いる画像と地図の精度やそれらの差異に応じて最適な処理を適
応的に実行することができ、適用範囲が広く、柔軟性の高い汎用解析プログラムを実現で
きる。すなわち、高精度地図の利用を前提とせず、低精度地図やユーザー入力地図、さら
には地図が無いといった多様な状況に自在に対応した解析処理が可能となり、複雑な高解
像度の景観撮像画像から、高精度かつ信頼性の高い解析情報を得ることができる。
また、本発明によれば、業務上重要であることが多い注目領域の境界付近の解析において
、低精度地図を用いた場合でも、誤検出を抑制し、かつユーザーの適切な判断を促す情報
を提供できる。これにより、解析情報全体の信頼性を高めることができ、各種業務への適
用が可能となる。
また、本発明によれば、補正された低精度地図データやユーザー入力地図などを高精度地
図として再利用することができ、処理を重ねることで解析精度を向上させる学習機能を実
現することができる。これにより、画像解析システムや地図データベースの構築および運
用における自由度が高まり、システムを迅速に立ち上げたり、日常業務の中で高精度の地
図データベースを順次整備していくといった運用も可能となる。
また、本発明によれば、これまでユーザーが人手で確認作業していた広域に渡る目標物の
自動検出など、解析業務の高度な作業支援が可能となる。
これらの効果により、ユーザーは画像や地図データの準備や整備などに係る作業量を削減
しつつ、高付加価値かつ高精度の解析情報を効率的に得ることができ、画像解析業務にお
ける作業負荷を著しく低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態における処理手順の例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態における詳細形状解析処理の例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態における概略形状解析処理の例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態における地図境界付近における誤検出の除去処理の例を示す
図である。
【図５】本発明の一実施形態における低精度地図の補正処理の例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態における簡易地図作成利用による概略形状解析処理の例を示
す図である。
【図７】本発明の一実施形態における出力処理の例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態における目標物検出処理の例を示す図である。
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【図９】本発明の一実施形態における画像解析システムの例を示す図である。
【図１０】従来の拡大マスクによる地図利用解析処理の例を示す図である。
【符号の説明】
１００…画像、１０１…地図、１０２…領域地図呼び出し処理、１０３…地図精度判定処
理、１０４…詳細形状解析処理、１０５…概略形状解析処理、１０６…出力処理、２００
…海域、２０１…陸域、２０２…海岸線、２０３…接岸船舶、２０４…突堤、２０５…沖
合い船舶、２１０…高精度地図、２１１…注目領域、２１２…突堤、２１３…接岸船舶、
２１４…沖合い船舶、３００…低精度地図、３０１…注目領域、３０２…微細な誤検出、
３０３…接岸船舶、３０４…突堤、３０５…長い誤検出、３０６…沖合い船舶、３１０…
境界付近検出結果、３１１…境界付近検出結果、３１２…境界付近検出結果、３１３…境
界付近検出結果、４００…低精度地図、４０１…一部陸域を含む船舶、４０２…船舶の一
部、４０３…陸域、４０４…沖合い船舶、４１０…船舶、４１１…部分船舶、４１２…陸
域、４１３…沖合い船舶、４２０…陸域誤検出、４２１…テンプレート部分一致個所、４
２２…マスク内側領域、４２３…船舶、４２４…陸域、５００…低精度地図、５０１…照
合処理範囲、５１０…補正線分候補、５１１…目標物、５１２…補正線分候補、５１３…
補正線分候補、５１４…補正線分候補、５２０…補正済み地図、５２１…目標物、５２２
…目標物、６００…簡易地図、６０１…注目領域、６０２…船舶、７００…一覧表、７０
１…ドキュメント、８００…通知インターフェイス、８０１…通知メール、８０２…作業
記録、９００…画像解析システム、９０１…画像データベース、９０２…地図データベー
ス、９０３…データ取得処理部、９０４…データ解析処理部、９０５…データ出力処理部
、９０６…精度判定処理部、９０７…詳細形状解析処理、９０８…概略形状解析処理、１
０００…マスク、１００１…拡大マスク、１００２…注目領域の境界付近。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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